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第１節 計画の背景 

１ 人口動向 

（１）総人口 

総人口は、2015 年（平成 27 年）が 239,562 人で、2000 年（平成 12 年）以降横ばいで推

移してきましたが、2045年には 208,216人になると予想され、2015年と比べると 30年間で

31,346人（13.1％）の減少となります。 

 

（２）年少人口 

年少人口（0～14 歳）は、2015 年(平成 27 年)が 32,294 人で、2000 年(平成 12 年)以降減

少傾向であり、2045年には 27,215人（総人口の 13.1％）になると予想され、2015年と比べ

ると 30年間で 5,079人（15.7％）の減少となり、少子化が一層進みます。 

 

（３）生産年齢人口 

生産年齢人口（15～64 歳）は、2015 年（平成 27 年）が 143,259 人で、2000 年（平成 12

年）以降減少傾向であり、2045 年には 108,319 人（総人口の 52.0％）になると予想され、

2015年と比べると 30年間で 34,940人（24.4％）の減少となります。 

 

（４）老年人口 

老年人口（65歳以上）は、2015年(平成 27年)が 64,009人で、2000年(平成 12年)以降増

加傾向であり、2045年には 72,682人（総人口の 34.9％）になると予想され、2015年と比べ

ると 30年間で 8,673人（13.5％）の増加となり、高齢化が一層進みます。 

 

 

人口推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

  

（出典）H12～27は国勢調査、H32（2020年）以降は「超少子高齢型人口減少社会における松本市の人口推計」（Ｈ27.10 松本市） 

※H12～27 の年齢別人口には不詳を含まないため合計は総人口と合わない。 

36,611 35,505 34,169 32,294 30,193 28,550 27,508 27,235 27,303 27,215

160,601 155,730 150,582 143,259 140,061 136,512 131,369 124,032 114,744 108,319

46,117 51,272 57,352 64,009 66,325 66,650 67,349 69,125
72,314 72,682

243,329 242,507 242,103 239,562 236,579 231,712 226,226

220,392
214,361 208,216

2000 2005 2010 2015 2020 2025 2030 2035 2040 2045

（人）

65歳以上

15～64歳

0～14歳
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２ 財政状況 

歳入は、過去 10 年間では 831.6～918.1 億円で推移しており、地方税は、平成 21 年度以

降概ね 350億円台で推移しています。 

歳出は、過去 10年間では 816.1～901.1億円で推移しており、人件費は緩やかな減少傾向、

扶助費（※1）は増加傾向にあり、投資的経費（※2）は概ね 100～120 億円で推移していま

す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※1扶助費：社会保障制度の一環として生活困窮者、高齢者、児童、障害者等に対して行う支援に要する経費。 

※2 投資的経費：公共施設、道路の建設や用地購入など社会資本の形成に資する経費。 

  

156.2 148.7 157.5 156.8 154.2 153.9 148.4 150.4 149.3 147.7 

91.6 92.5 104.6 143.4 150.7 150.0 152.6 163.0 164.1 164.7 

114.2 113.7 116.5 
114.9 114.4 113.9 114.5 109.2 107.4 105.7 

128.3 117.3 
121.5 

101.0 107.9 113.8 113.1 132.1 98.3 98.9 

325.8 328.5 

448.1 402.2 414.6 368.2 373.1 362.3 
368.5 384.1 

816.1 800.7 

948.2 918.3 
941.8 

899.8 901.7 917.0 
887.6 901.1 

0.0

100.0

200.0

300.0

400.0

500.0

600.0

700.0

800.0

900.0

1000.0

H19度 H20度 H21度 H22度 H23度 H24度 H25度 H26度 H27度 H28度

（億円）

その他経費

投資的経費

公債費

扶助費

人件費

歳出総額

歳出の推移 

369.1 361.2 355.0 351.2 350.8 345.3 350.9 358.6 358.3 357.5 

46.9 44.6 45.5 44.8 43.2 41.0 42.2 46.1 65.8 59.2 

76.0 66.0 89.1 90.5 85.1 82.1 86.6 84.9 70.0 61.6 

118.0 119.8 
160.1 176.6 179.6 180.9 174.5 165.1 156.4 152.1 

101.6 109.1 

154.6 149.6 151.9 144.1 152.7 166.0 168.5 
161.5 

120.0 120.4 

158.2 126.9 145.8 
122.7 111.8 111.5 107.3 126.2 

831.6 821.1 

962.5 
939.6 

956.4 

916.1 918.7 
932.2 926.3 918.1 

0.0

100.0

200.0

300.0

400.0

500.0

600.0

700.0

800.0

900.0

1000.0

H19度 H20度 H21度 H22度 H23度 H24度 H25度 H26度 H27度 H28度

（億円）

その他特定財源

国県支出金

地方交付税

地方債（市債）

その他一般財源

地方税（市税）

歳入総額

歳入の推移 
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３ 将来必要経費と施設総量 

（１）公共施設に係る投資的経費と将来見通し 

「松本市公共施設等総合管理計画」では、2045 年度までの 30 年間で公共施設（建築物）

にかかる年間の必要経費は、改修・更新費用 71.7 億円と維持保全費用 31 億円を合わせた

102.7億円の見込みであり、28.5億円が不足するとしています。 

 

公共施設等にかけられる費用と年間不足額 

項目 金額 

毎年度 公共施設等にかけられる普通建設事業費 
（２０１５年度から２０１９年度の財政見通し額の平均値） 

Ａ １１０  億円 

インフラ資産・公共施設（建築物）に必要となる費用（年額） Ｂ １３８．５億円 

 インフラ資産の健全な状態を保持するための費用（インフラ費用） ３５．８億円 

公共施設（建築物）全てを更新した場合にかかる費用（更新費用） ７１．７億円 

公共施設（建築物）の維持・保全にかかる費用（維持保全費用） ３１．７億円 

年間不足額（Ａ－Ｂ） △２８．５億円 

 

目標値：2045 年度までの 30 年間に公共施設等にかけられる費用を年間 28.5 億円削減。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

公共施設等

に 必 要 な 

費用 

１３８．５億円 

インフラ資産 

３５．８億円 

公共施設（建築物）１０２．７億円 

（更新費用７１．７億円+維持保全費用３１億円） 

          ↓ 
 

かけられる

費用 

１１０億円 不足額△２８．５億円 

◆長寿命化   △７．４億円 

(更新費用   △７．４億円) 

◆総量見直し   △２１．１億円 

更新費用 △１４．９億円 

維持保全費用△６．２億円 

インフラ資産 

３５．８億円 

公共施設（建築物） 

７４．２億円 

更新費用費用４９．４億円＋ 

維持保全費用２４．８億円 

維持・保全にかかる営繕費の年度毎平均：３１億円・・・(Ｂ) 

20,000,000 
改修費・更新費・営繕費の年度毎平均： 

１０２．７億円・・・(Ｃ)＝(Ａ)＋(Ｂ) 

15,000,000 改修費・更新費の年度毎平均： 

７１．７億円・・・(Ａ) 

10,000,000 

5,000,000 

（千円）   
2015 2020 2025 2030 2035 2040 2045 
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（２）将来施設総量 

「松本市公共施設等総合管理計画」では、人口減少に伴い、施設利用者も減少すると見込ま

れることや、１人当たり建物延べ床面積が増加し、負担も増えると見込まれることから、以

下のような施設総量の削減を掲げています。 

なお、施設総量を 20％削減するに当たり、2029 年度頃から、改修・更新費用が急増する

見込みであることから、将来の負担を軽減するため、2025 年度までの最初の 10 年間で、施

設総量を 10％削減し、その後の 20年間で 10％削減するとしています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

（施設総量）           １１３万㎡ ９０万㎡   （△２３万㎡・△２０％） 

 
（更新費用＋維持保全費用）１０２．７億円／年 ８１．６億円／年（△２１．１億円／年） 

 

2045 年度までに、公共施設等にかけられる費用を２８．５億円削減するため、 

公共施設（建築物）の長寿命化を行うとともに施設総量を２０％以上削減します。 

現状 

改修３０年 
更新６０年 

（７１．７億円／年） 

目標 

改修４０年 
更新７０～８０年 

（６４．３億円／年） 

現状 

１１３万㎡ 
（１０２．７億円／年） 

 

△２０％ 

目標 

９０万㎡（△２３万㎡） 
（８１．６億円／年） 

〔公共施設（建築物）総量の見直し期間〕 

2025年度までの最初の１０年間で１０％削減  

2045年度までのその後の２０年間で１０％削減 

2016年 2025年          2035年         2045年

5nenn 

目標 ～持続可能な行財政運営と、最適な施設配置の実現に向けて～ 

★長寿命化によるコスト削減           （△７．４億円） ★ 

★公共施設（建築物）総量の見直しによるコスト削減    （△２１．１億円）★ 

△1０％ △１０％ 

総量（延床面積）△２０％ 
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第２節 計画の目的と位置付け 

１ 計画の目的と策定体制 

（１）計画の目的 

本市の保有する公共建築物や道路、下水道などのインフラ施設は、全国の多くの自治体と

同様、高度経済成長期の昭和 40年代から 50年代の急激な人口増加と都市化に伴う行政需要

の増大に応じて集中的に整備されたため、近い将来一斉に更新時期を迎えると見込まれてい

ます。 

市民サービスを維持していくには、公共施設等の適切な改修や更新等が不可欠であり、人

口減少社会を迎える中、今後厳しさを増すことが予測される財政状況を踏まえると、公共施

設を現状規模のまま維持管理することは極めて困難な状況にあります。 

このような状況を踏まえ、財政負担の軽減・平準化により、将来にわたって持続可能な行

政サービスを維持するため策定された「松本市公共施設等総合管理計画」の実現をめざし、

本計画は、計画的、長期的な視点を持って、複合・集約化、更新、長寿命化などによる公共

施設のより効率的、効果的な維持管理、運営方法や最適な配置方針を示すものです。 

 

（２）計画の策定体制 

本計画策定の体制は、以下に示すとおりです。 

 

 

 

 

 

  

公共施設再配置計画策定検討部会 

委員 15名 

市民 

パブリックコメント 

市長 

審
議 

提
案 

提
案 

報
告 

公
表 

意
見 

庁内推進体制 

公共施設マネジメント庁内連絡会議 

（委員構成：副市長、関係部長、関係課長） 

事務局（契約管財課） 施設所管部局 
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２ 計画の位置付けと計画期間 

（１）計画の位置付け 

本計画は、「松本市公共施設等総合管理計画」を踏まえ、公共施設の再配置の基本的な方

針を示すものであり、各公共施設の「個別施設計画」を策定するための指針として位置付け

られます。 

今後、本計画に基づき、各個別施設について複合・集約化による具体的な再配置を検討し

つつ、維持していく施設については、長寿命化による維持保全を実施していくこととなりま

す。 

 

計画の位置付け 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）計画期間 

本計画は、上位計画である「公共施設等総合管理計画」との整合を図り、2018 年度(平成

30 年度）から平成 2045 年度までを計画期間とし、2025 年度までを第 1 次計画とします。 

 

  2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 

松本市公共施設等総合管理計画              

松本市公共施設再配置計画                           

松本市総合計画                           

  

市総合計画 

公共施設等総合管理計画 
都市計画マスター

プラン 

立地適正化計画 

行政経営 

指針 

公共施設（建築物） 

個別施設計画 

インフラ施設 

個別施設計画 

反映 

反映 

公共施設再配置計画 

・公共施設の基本的な再配置方針 

・個別施設計画策定の指針 

第 8次基本構想（～Ｈ39） 

第 1次計画 第 2次計画 

第 10 次基本計画 第 11 次基本計画) 

策定 

策定 

計画期 2016年度～2045 年度 
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第３節 対象施設 

 

計画の対象となる公共施設は、本市が所有する施設で、文化財指定を受けている建物及びイ

ンフラ系施設を除いた建築物（50㎡以上）で、698施設あります。 

本計画では、公共施設の最適な配置を検討するうえで重要な視点となる施設の用途及び利用

の観点から、対象施設を 8大類型 42小類型に類型化しています。 

また、公共施設は、施設の利用の観点からみると、不特定利用施設と特定利用施設に分けら

れますが、文化・コミュニティ施設、観光・交流施設、スポーツ・公園施設、行政施設の一部

は不特定利用施設、医療保健福祉施設、子育て支援施設、住宅施設、学校施設、行政施設の一

部は特定利用施設です。 

 

 

対象施設 

大類型 小類型 大類型 小類型 

文化・コミュニ
ティ施設 

文化施設 5 施設 

医療保健福祉
施設 

医療施設 9 施設 

博物・資料館 18 施設 保健福祉施設 16 施設 

公民館 36 施設 障害福祉施設 16 施設 

図書館 11 施設 デイサービスセンター 15 施設 

集会施設 12 施設 福祉ひろば 36 施設 

観光・交流施設 

宿泊施設 9 施設 

子育て支援施
設 

幼稚園・保育園 46 施設 

入浴施設 5 施設 こどもプラザ等 7 施設 

案内所 3 施設 児童クラブ 8 施設 

飲食・販売加工施設 22 施設 児童館・児童センター 27 施設 

体験交流・研修施設 13 施設 

住宅施設 

市営(公営)住宅 36 施設 

レクリエーション施設 8 施設 特定公共賃貸住宅 6 施設 

交通施設 11 施設 医師住宅 4 施設 

スポーツ・公園
施設 

武道場 2 施設 特定目的住宅等 23 施設 

体育館 25 施設 教職員住宅 34 施設 

屋内運動場 12 施設 

学校施設 

小学校 29 施設 

屋外運動場 10 施設 中学校 19 施設 

プール 5 施設 給食施設 5 施設 

公園施設 14 施設 

合計 698 施設 
行政施設 

庁舎・支所 8 施設 

事務所 9 施設 

流通・生産施設 6 施設 

車庫・倉庫 12 施設 

旧施設 18 施設 

消防施設 39 施設 

集会所 49 施設 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公共施設の現状と課題 

第１節 公共施設の状況 

１ 整備状況 

（１）保有・年度別状況 

（２）経過年数・耐震化状況 

２ 利用状況 

（１）文化・コミュニティ施設 

（２）観光・交流施設 

（３）スポーツ施設 

（４）医療保健福祉施設 

（５）住宅施設 

（６）子育て支援施設 

（７）学校施設 

第２節 市民意識 

１ 縮減目標と利用状況 

（１）総合管理計画縮減目標 

（２）利用頻度 

（３）利用しない理由 

（４）施設の充実度 

２ 管理運営のあり方 

（１）取組み内容 

（２）削減すべき施設 

（３）優先的に維持すべき施設 

（４）複合化、集約化すべき施設 

（５）小中学校、幼稚園、保育園のあり方 

（６）民営化がふさわしい施設 

第３節 公共施設管理の課題 

 

 

第    章 ２ 
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第１節 公共施設の状況 

１ 整備状況 

（１）保有・年度別状況 

ア 保有状況 

市が保有する施設は 698 施設、1,039,266 ㎡（平成 30 年 3 月 31 日現在）で、類型別の

割合をみると、施設数では行政施設が 20.2％で最も多く、次いで住宅施設 14.8％、医療

保健福祉施設 13.2％、子育て施設 12.6％の順となっています。 

延床面積では、学校施設が 30.0％で最も多く、次いで住宅施設 20.0％、行政施設 12.4％

の順となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

イ 年度別状況 

年度別の状況をみると、平成元年が最も多く、次いで昭和 60 年、平成 3 年となってお

り、平成元年が最も多いのは、公設地方卸売市場整備によるものです。 
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（㎡） 年度別整備状況
文化・コミュニティ施設

住宅施設

子育て支援施設

行政施設

観光・交流施設

学校施設

医療保健福祉施設

スポーツ・公園施設

10.7%

7.9%

8.1%

12.4%

5.6%
5.3%

20.0%

30.0%

延床面積割合

文化・コミュニティ施設

観光・交流施設

スポーツ・公園施設

行政施設

医療保健福祉施設

子育て支援施設

住宅施設

学校施設

11.8%

10.2%

9.8%

20.2%13.2%

12.6%

14.8%

7.6%

施設数割合
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（２）経過年数・耐震化状況 

ア 経過年数状況 

施設全体では 30～40 年未満が 27.1％と最も多く、次いで 20～30 年未満 26.5％、40～

50年未満 21.3％の順となっており、30年以上経過した施設は 55.2％です。 

類型別にみると、学校施設、住宅施設の 30年以上の経過年数割合が高くなっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

イ 耐震化状況 

施設全体では 96.0％の耐震化率であり、類型別にみると、最も高いのが学校施設で

100.0％、次いでスポーツ・公園施設 98.6％、医療保健福祉施設 98.3％、観光・交流施設

95.6％の順となっています。なお、耐震化率については、倉庫・車庫など職員が常駐しな

い棟も含めて算定しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

3.4%

4.8%

1.1%

0.7%

7.2%

12.3%

2.7%

4.1%

3.7%

33.6%

16.2%

20.9%

12.0%

17.4%

21.1%

17.5%

3.4%

14.6%

30.1%

59.1%

50.4%

53.1%

28.8%

18.2%

16.2%

7.1%

26.5%

21.4%

15.2%

13.7%

11.3%

43.7%

25.4%

31.9%

36.2%

27.1%

10.0%

2.1%

13.5%

6.2%

0.3%

21.9%

21.9%

42.1%

21.3%

1.5%

2.6%

0.4%

16.7%

2.6%

1.1%

9.7%

7.2%

6.8%

文化・コミュニティ施設

観光・交流施設

スポーツ・公園施設

行政施設

医療保健福祉施設

子育て支援施設

住宅施設

学校施設

施設全体

経過年数別延床面積割合

10年未満 10～20年未満 20～30年未満 30～40年未満 40～50年未満 50年以上

92.9%

95.6%

98.6%

93.2%

98.3%

95.1%

91.9%

100.0%

96.0%

7.1%

4.4%

1.4%

6.8%

1.7%

4.9%

8.1%

0.0%

4.0%

文化・コミュニティ施設

観光・交流施設

スポーツ・公園施設

行政施設

医療保健福祉施設

子育て支援施設

住宅施設

学校施設

施設全体

耐震あり 耐震なし
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２ 利用状況 

（１）文化・コミュニティ施設 

利用者数は、施設全体（図書館除く）で平成 28 年度 2,693,288 人となっており、平成 26

年度より 262,951人増加しています。 

図書館の貸出冊数は、平成 28 年度 1,619,669 冊となっており、平成 26 年度より 35,195

冊減少しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）観光・交流施設 

利用者数は、施設全体（駐車場・自転車駐車場除く）で平成 28 年度 732,664 人となって

おり、平成 26年度より 65,065人ほど増加しています。利用者の増加率は、レクリエーショ

ン施設が最も高くなっています。 

自転車駐車場の利用台数は、平成 28年度 30,720台となっており、平成 26年度より 1,851

台減少していますが、駐車場の利用台数は平成 28年度 514,148台で、平成 26年度より 4,637

台増加しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

469,812

792,080

950,619

217,826

1,654,864

518,962

842,282

980,209

213,490

1,681,546

535,550

873,897

1,092,069

191,772

1,619,669

文化施設

博物・資料館

公民館

集会施設

図書館

（人・冊）

H26年度

H27年度

H28年度

58,394

425,912

40,199

143,094

509,511

32,571

63,210

444,806

42,029

159,942

518,313

31,803

70,390

444,193

43,170

174,911

514,148

30,720

宿泊施設

入浴施設

体験交流・研修施設

レクリエーション施設

駐車場

自転車駐車場

（人・台）

H26年度

H27年度

H28年度
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（３）スポーツ施設 

利用者数は、施設全体で平成 28 年度 1,856,551 人となっており、平成 26 年度より    

263,070人ほど減少しています。小類型別にみると、体育館のみ利用者数が減少しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（４）医療保健福祉施設 

施設全体で平成 28 年度 661,113 人となっており、平成 26 年度より 12,765 人ほど減少し

ています。小類型別にみると、福祉ひろばの利用者 277,876 人（平成 28 年度）が、最も多

くなっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（５）住宅施設 

管理戸数は、施設全体で 3,080 戸（平成 29 年度）あり、最も多いのは公営住宅の 2,685

戸です。 

入居率は、施設平均で 66.1％ですが、小類型別にみると公営住宅 81.8％、特定公共賃貸

住宅 80.8％が高く、教職員住宅は 36.6％と低い状況です。 

                                    （H29年度） 

 

 

 

 

 

 

 

                         

  

59,194

1,775,999

130,961

153,467

34,071

1,550,130

142,343

169,296

59,644

1,476,978

138,070

181,859

武道場

体育館

屋内運動場

プール

（人）

H26年度

H27年度

H28年度

37,721

194,839

40,539

119,880

280,899

36,850

207,109

40,776

121,072

282,861

36,831

185,984

40,136

120,286

277,876

医療施設

保健福祉施設

障害福祉施設

デイサービスセンター

福祉ひろば

（人）

H26年度

H27年度

H28年度

2,685

104

19

89

183

公営住宅

特定公共賃貸住宅

医師住宅

特定目的住宅等

教職員住宅

（戸）管理戸数(H29年度)

81.8%

80.8%

68.4%

62.9%

36.6%

公営住宅

特定公共賃貸住宅

医師住宅

特定目的住宅等

教職員住宅

入居率(H29年度)
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（６）子育て支援施設 

ア 幼稚園・保育園 

定員数は、幼稚園・保育園合わせて、平成 28 年度 5,947 人で、幼稚園が 290 人、保育

園が 5,657人となっており、幼稚園は減少、保育園が増加しています。 

園児数は、幼稚園・保育園合わせて、平成 28 年度 4,721 人で、幼稚園が 203 人、保育

園が 4,518人となっており、いずれも減少しています。 

入園率は、幼稚園が 70.0％、保育園が 79.9％となっており、保育園は減少しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

イ 児童館・児童センター等 

登録者数は、児童クラブ、児童館・児童センター合わせて、平成 28 年度 32,390 人で、

児童クラブが 6,541 人、児童館・児童センターが 25,849 人となっており、いずれも増加

しています。 

利用者数は、施設全体で平成 28年度 662,389人となっており、平成 26年度より 57,971

人ほど増加しています。小類型別にみると、児童館・児童センターの利用者 501,196人（平

成 28年度）が最も多くなっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

400

5,480

290

5,530

290

5,657

幼稚園

保育園
【定員数】

（人）

242

4,569

226

4,550

203

4,518

幼稚園

保育園

【園児数】

H26年度

H27年度

H28年度

60.5%

83.4%

77.9%

82.3%

70.0%

79.9%

幼稚園

保育園

【入園率】

5,469

23,583

6,454

23,935

6,541

25,849

児童クラブ

児童館・児童センター

【登録者数】

（人）

79,363

76,132

448,923

69,081

90,930

490,821

71,537

89,656

501,196

こどもプラザ等

児童クラブ

児童館・児童センター

【利用者数】

H26年度

H27年度

H28年度
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（７）学校施設 

ア  児童・生徒数 

児童・生徒数全体では、平成 21年 19,750人をピークにゆるやかな減少に転じ、平成 29

年で 18,505人、平成 21年と比較すると 8年間で 1,245人減少しています。 

児童数は、平成 21 年 13,362 人をピークに減少し、平成 29 年で 12,585 人、平成 21 年

と比較すると 8年間で 777人減少しています。 

生徒数は、平成 26 年の 6,394 人をピークに減少し、平成 29 年で 5,920 人、平成 26 年

と比較すると 3年間で 474人減少しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

イ 教室数 

平成 27～29 年で、小学校では、学級教室が 8 室増加し、余裕教室は 6 室減少、中学校で

は、学級教室が 10室減少し、余裕教室は 10室増加となっています。 

全教室に対する余裕教室の割合（平成 29年）は、小学校 20.1％、中学校 23.2％です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    ※学級教室 = 学級数  余裕教室 = 学級以外の用途で使用している教室 

 

  

5,957 5,996 6,388 6,226 6,209 6,250 6,351 6,394 6,327 6,106 5,920

12,537 12,535
13,362 13,218 13,053 13,031 12,981 12,781 12,707 12,717 12,585

18,494 18,531

19,750 19,444 19,262 19,281 19,332 19,175 19,034
18,823 18,505

H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29

生徒数 児童数

506 512 514

135 131 129

641 643 643

H27 H28 H29

小学校

教室数学級教室 余裕教室

249 242 239

62 69 72

311 311 311

H27 H28 H29

中学校
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第２節 市民意識 

施設の利用状況や今後のあり方に関する市民の意識を把握するため、市民 3,000人（無作為抽

出）を対象に実施（平成 29年 8月）した調査結果（回収率 27.5％）は、以下のとおりです。 

 

１ 縮減目標と利用状況 

（１）総合管理計画縮減目標 

2045年度までに公共施設（建築物）総量 20％削減を目標としていることに対して、「賛成

である」（全体 44.4％、子どもと同居 34.9％）、「どちらかといえば賛成」（全世帯 39.2％、

子どもと同居 44.5％）となっており、約 8割が縮減に対して理解を示しています。 

 

 

 

 

 

 

 

（２）利用頻度 

過去 1 年間に公共施設を利用した頻度は、「年に数回程度」（全体 39.3％、子どもと同居

32.2％）が最も多く、次いで「月に１回以上」（全体 28.3％、子どもと同居 28.2％）の順で

すが、「利用していない」が全体 16.6％、子どもと同居 12.5％となっています。 

 

 

 

  

 

 

 

（３）利用しない理由 

利用頻度が「年に数回程度」「利用していない」の回答者が施設を利用しない理由として、

「利用する必要がない」（全体 55.7％、子どもと同居 51.0％）が最も多く、次いで「自分の

希望する時間に利用できない」（全体 17.6％、子どもと同居 21.9％）、「施設までのアクセス

が不便である」（全体 12.8％、子どもと同居 13.2％）となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

44.4%

34.9%

39.2%

44.5%

4.0%

4.8%

4.0%

5.1%

8.4%

10.7%

全体

子どもと同居

回答数：全体798 子どもと同居272

賛成である どちらかといえば賛成 どちらかといえば反対 削減すべきではない どちらでもない

15.8%

27.1%

28.3%

28.2%

39.3%

32.2%

16.6%

12.5%

全体

子どもと同居

回答数：全体812 子どもと同居273

週に１回以上 月に１回以上 年に数回程度 利用していない

55.7%

17.6%

2.8%

12.8%

2.8%

8.3%

51.0%

21.9%

2.6%

13.2%

2.6%

8.6%

利用する必要がない

自分の希望する時間に利用できない

利用料金が高い

施設までのアクセスが不便である

他市町村の施設を利用

民間の同種の施設を利用
複数回答数：全体506 子どもと同居151

全体

子どもと同居
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（４）施設の充実度 

公共施設全体では、「充実」（全体 34.4％、子どもと同居 32.3％）、「やや充実」（全体 54.5％、

子どもと同居 52.5％）と 8割以上が充実していると回答しています。 

施設のうち、「充実」していると回答した割合が最も高いのは、「文化・コミュニティ施設」

（全体 56.0％、子どもと同居 52.9％）であり、次いで「生涯学習施設」（全体 43.8％、子ど

もと同居 37.6％）、「学校教育施設」（全体 40.6％、子どもと同居 36.5％）の順となっていま

す。 

また、「劣る」の回答が多かったのは、「行政施設」（全体 6.0％、子どもと同居 6.9％）、「観

光・交流施設」（全体 5.9％、子どもと同居 6.7％）ですが、「やや劣る」を含めると「行政

施設」（全体 32.5％、子どもと同居 38.2％）、「観光・交流施設」（全体 31.5％、子どもと同

居 38.1％）となります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

34.4%

56.0%

43.8%

22.7%

30.0%

40.6%

32.4%

25.6%

25.2%

21.8%

54.5%

36.4%

42.3%

45.7%

47.7%

45.4%

46.6%

49.0%

49.6%

45.7%

9.1%

6.3%

11.4%

25.6%

19.2%

11.8%

18.2%

21.0%

21.7%

26.5%

2.0%

1.3%

2.5%

5.9%

3.1%

2.3%

2.9%

4.4%

3.6%

6.0%

公共施設全体

文化・コミュニティ施設

生涯学習施設

観光・交流施設

体育施設

学校教育施設

子育て支援施設

医療保健福祉施設

住宅施設

行政施設

【全体】

充実 やや充実 やや劣る 劣る

32.3%

52.9%

37.6%

19.2%

25.3%

36.5%

33.6%

25.2%

21.6%

18.9%

52.5%

39.2%

43.7%

42.7%

49.0%

44.1%

45.6%

47.7%

48.4%

42.9%

13.5%

6.8%

16.3%

31.4%

23.4%

15.2%

17.0%

22.1%

25.2%

31.3%

1.8%

1.1%

2.3%

6.7%

2.3%

4.2%

3.9%

5.0%

4.8%

6.9%

公共施設全体

文化・コミュニティ施設

生涯学習施設

観光・交流施設

体育施設

学校教育施設

子育て支援施設

医療保健福祉施設

住宅施設

行政施設

【子どもと同居】
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２ 管理運営のあり方 

（１）取組内容 

今後取組むべき内容として「利用されていない施設や土地を売却・賃貸して収入を得る」

（全体 22.2％、子どもと同居 22.7％）、「利用目的が同じような施設を集約する」（全体 17.0％、

子どもと同居 15.7％）が高く、「施設の維持管理費等を市民全体で負担する」（全体、子ども

と同居共に 1.2％）、「施設におけるサービス水準を引き下げる」（全体 1.3％、子どもと同居

1.0％）が低くなっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）削減すべき施設  

今後、公共施設を削減していく場合にどのような施設から削減すべきかについて、「利用

者が少ない施設や人口構成の変化により市民ニーズに合わなくなった施設」（全体 39.2％、

子どもと同居 39.6％）が最も高く、次いで「同じような機能を有した施設が市内に複数ある

施設」（全体 18.2％、子どもと同居 17.2％）、「特定の個人・団体利用が中心の利用者が比較

的限定されている施設」（全体 15.0％、子どもと同居 14.9％）が高い割合となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

10.4%

17.0%

13.2%

8.8%

7.6%

12.3%

3.6%

1.3%

22.2%

1.2%

2.4%

9.4%

15.7%

14.6%

10.2%

8.8%

11.4%

2.8%

1.0%

22.7%

1.2%

2.2%

施設を修繕・補強し、しばらくの間建替えしないようにする

利用目的が同じような施設を集約する

近くにある複数の施設を１つの複合施設にする

国や県、近隣市町村と共同で施設を整備・管理運営する

民間が保有する施設を公共施設として使用する

（民間施設に助成する）

施設の整備・管理運営に民間のノウハウや資金を活用する

（民営化・民間活用）

地域に密着する施設の管理運営を地域住民に任せる

施設におけるサービス水準を引き下げる

利用されていない施設や土地を売却・賃貸して収入を得る

施設の維持管理費等を市民全体で負担する

施設の使用料金を引き上げる 複数回答数：全体2065 子どもと同居683

全体

子どもと同居

0.7%

2.9%

18.2%

13.2%

39.2%

10.7%

15.0%

1.2%

2.7%

17.2%

16.0%

39.6%

8.3%

14.9%

市内に１つしかないような大規模施設

市内の各地区に配置されている小規模施設

同じような機能を有した施設が市内に複数ある施設

民間の施設と役割や機能が重複している施設

利用者が少ない施設や人口構成の変化により

市民ニーズに合わなくなった施設

運営のためのコストが多くかかる施設

特定の個人・団体利用が中心の利用者が

比較的限定されている施設

複数回答数：全体1490 子どもと同居482

全体

子どもと同居
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（3）優先的に維持すべき施設（不特定の市民が利用する施設を対象） 

優先的に維持すべき施設として「図書館」（全体 18.5％、子どもと同居 20.8％）、「庁舎（支

所・出張所を含む）」（全体 17.9％、子どもと同居 15.2％）、「ホール・文化センター」（全体

14.4％、子どもと同居 13.1％）が高く、「レクリエーション施設」（全体 0.2％、子どもと同

居 0.3％）、「ゲートボール場等」（全体、子どもと同居共に 0.4％）が低くなっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（４）複合化、集約化すべき施設（不特定の市民が利用する施設を対象） 

複合化、集約化をすべき施設として「博物館」（全体 9.5％、子どもと同居 9.7％）、「宿泊

施設」（全体 9.1％、子どもと同居 7.9％）、「美術館」（全体 8.9％、子どもと同居 9.5％）が

高く、「駐車場・駐輪場」（全体、子どもと同居共に 1.1％）、「飲食・販売加工施設」（全体

3.1％、子どもと同居 2.3％）が低くなっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14.4%

8.9%

4.4%

1.0%

18.5%

10.7%

1.3%

2.9%

2.8%

0.2%

7.2%

0.4%

1.9%

2.7%

4.7%

17.9%

ホール・文化センター

美術館

博物館

会館（貸館）

図書館

公民館

宿泊施設

入浴施設

飲食・販売加工施設

レクリエーション施設

体育館

ゲートボール場

プール

野球場等

駐車場・駐輪場

庁舎（支所・出張所含む）

複数回答：全体2084 子どもと同居693

全体

13.1%

7.4%

4.2%

1.2%

20.8%

9.2%

2.2%

2.5%

2.5%

0.3%

10.4%

0.4%

2.6%

2.6%

5.6%

15.2%

ホール・文化センター

美術館

博物館

会館（貸館）

図書館

公民館

宿泊施設

入浴施設

飲食・販売加工施設

レクリエーション施設

体育館

ゲートボール場

プール

野球場等

駐車場・駐輪場

庁舎（支所・出張所含む）

子どもと同居

8.5%

8.9%

9.5%

8.8%

5.8%

7.8%

9.1%

8.2%

3.1%

5.1%

3.7%

6.1%

3.5%

3.5%

1.1%

7.5%

ホール・文化センター

美術館

博物館

会館（貸館）

図書館

公民館

宿泊施設

入浴施設

飲食・販売加工施設

レクリエーション施設

体育館

ゲートボール場

プール

野球場等

駐車場・駐輪場

庁舎（支所・出張所含む）

複数回答：全体1737 子どもと同居568

全体

9.3%

9.5%

9.7%

9.7%

6.3%

8.6%

7.9%

5.3%

2.3%

4.6%

3.7%

6.7%

4.2%

3.7%

1.1%

7.4%

ホール・文化センター

美術館

博物館

会館（貸館）

図書館

公民館

宿泊施設

入浴施設

飲食・販売加工施設

レクリエーション施設

体育館

ゲートボール場

プール

野球場等

駐車場・駐輪場

庁舎（支所・出張所含む）

子どもと同居
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（５）小中学校、幼稚園、保育園のあり方 

将来の小中学校、幼稚園、保育園のあり方について最も高かったのは、「校舎の空き教室

等を活用して他の公共施設（子どもの施設以外）を集約する」（全体 29.2％、子どもと同居

33.3％）、次いで「小中学校、幼稚園、保育園が一緒になった複合施設にする」（全体 22.6％、

子どもと同居 21.4％）、「幼稚園、保育園を統合する」（全体 19.5％、子どもと同居 19.2％）

の順となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（６）民営化がふさわしい施設（民営施設が存在する施設を対象） 

施設の譲渡・売却を含めた民営化を図るのにふさわしい施設として最も最も高かったのは、

「宿泊施設」（全体 18.7％、子どもと同居 16.0％）、次いで「レクリエーション施設」（全体

14.4％、子どもと同居 14.5％、「飲食・販売加工施設」（全体 13.5％、子どもと同居 13.8％）

の順であり、最も低いのは、「幼稚園・保育園」（全体 1.2％、子どもと同居 1.5％）、次いで

「図書館」（全体 1.5％、子どもと同居 1.7％）です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

11.9%

16.8%

22.6%

29.2%

19.5%

11.1%

15.0%

21.4%

33.3%

19.2%

施設を縮小する（校舎の一部廃止、

プールの民間施設での代替など）

小中学校を統合する

小中学校、幼稚園、保育園が

一緒になった複合施設にする

校舎の空き教室等を活用して他の公共

施設（子どもの施設以外）を集約する

幼稚園、保育園を統合する

複数回答数：全体1181 子どもと同居360

全体

子どもと同居

4.4%

5.7%

4.4%

1.5%

1.9%

18.7%

13.0%

13.5%

3.0%

14.4%

2.9%

1.2%

2.3%

3.0%

7.5%

2.5%

4.4%

6.8%

5.5%

1.7%

2.6%

16.0%

11.5%

13.8%

2.8%

14.5%

3.3%

1.5%

2.8%

3.2%

7.7%

1.9%

会館（貸館）

美術館

博物館

図書館

公民館

宿泊施設

入浴施設

飲食・販売加工施設

公設地方卸売市場

レクリエーション施設

体育施設

幼稚園・保育園

市立病院等

老人福祉施設

駐車場・駐輪場

学校給食センター
複数回答数：全体2021 子どもと同居688

全体

子どもと同居
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第３節 公共施設管理の課題 

 

■ 人口減少への対応 

・総人口は 2015 年以降減少に転じ、2015～2045 年で 35,000 人減少することが、見込まれ

ています。 

・人口の減少による施設利用の低下を踏まえ、人口減少に対応した施設配置のあり方を検討

する必要があります。 

・具体的には、従来の 35 地区に分散して配置している施設を人口分布に応じて再編するこ

とや集約による利用の最適化を図ることが重要です。 

 

■ 少子化への対応 

・年少人口は 2015～2045 年で 5,000 人減少することが見込まれており、人口の減少による

施設需要の変化に対応した施設配置のあり方を検討する必要があります。 

・市民アンケートでは、小中学校、幼稚園、保育園のあり方について、「校舎の空き教室等

を活用して他の公共施設（子どもの施設以外）を集約する」や「小中学校、幼稚園、保育園

が一緒になった複合施設にする」等の割合が高くなっています。 

・具体的には、児童・生徒数の減少によりゆとりのできた教室の他用途を含めた活用や子育

て施設としての複合化等が必要です。 

 

■ 施設の老朽化と安全性・耐久性向上への対応 

・築 30年以上経過している施設が公共施設全体の 55.2％（延床面積）に達しており、特に、

学校施設、住宅施設の割合が高く老朽化が進んでいます。 

・耐震性がない施設の割合は、文化・コミュニティ施設 7.1％、住宅施設 8.1％となってい

ます。 

・一般に、鉄筋コンクリート造の建物の場合は、築 30年程度で大規模改修が、築 60年程度

で更新（建替）が必要になるといわれていることから、今後、大規模改修や耐震化により、

安全確保や耐久性向上を図っていく必要があります。 

 

■ 施設立地の最適化 

・現状の施設立地状況をみると、延床面積、住民一人当たりの面積ともに市街地北部圏域や

梓川流域圏域が多く、施設配置が偏っています。 

・今後は、人口分布に対応して住民一人当たりの面積を平準化し、地域バランスに配慮した

立地の最適化を図る必要があります。 
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■ 施設サービスの適正化・効率化 

・今後は、市民ニーズを踏まえ、更新時における施設の集約化を行い、施設サービスの適

正化を図る必要があります。 

・運営時間の延長や提供事業内容の改善・拡充など、民間ノウハウの活用等を含めた事業

運営の効率化とサービス水準の向上に向けた取組みを図っていくことも重要です。 

 

■ 計画的・戦略的な施設の運営 

・市民アンケートでは、今後の管理運営の取組みとして、「利用されていない施設や土地

を売却・賃貸して収入を得る」や「利用目的が同じような施設を集約する」等の割合が高

くなっています。 

・直営、委託、指定管理、貸付等の現在の運営形態の見直しを行い、役割を終えた施設の

貸付、処分や集約化を図ることが必要です。 

・さらに、施設の民営化を含め、利用需要に対する運営の多様化を図り、今後の施設の改

修・更新時期を見通し、中長期的な視点による計画的・戦略的なマネジメントに取り組む

必要があります。 

 

■ 効果的で効率的な施設の管理 

・改修・更新のやり方を従来どおり続けていくだけでは、改修・更新にかかる経費は莫大

になり、財政状況や行政サービスに重大な影響を及ぼすことが懸念されます。 

・現在の投資額以上のコストを要することが予想される中、総合的な視点で優先順位を付

け、「選択と集中」により限られた資源を効果的に活用することが必要です。 

・各施設の使用年数を設定し、経過時（更新時）における対応（建替え、複合・集約化、

廃止・除却等）を明確にすることも必要です。 

 

■ 全庁的なデータ管理体制の構築と開示による官民協働・連携 

・減価償却費や人件費等を含めた施設の維持管理に関するコストに加え、利用・効果に関

する状況等のデータについても、的確に把握・分析する必要があり、施設のデータベース

化を含めたデータの一元管理や部局横断的な体制整備などを含めて全庁的なデータの整

理・収集、管理体制を整備することが必要です。 

・マネジメントを行う上では、施設の実態に関する問題意識や情報を市民と共有しながら

推進することが重要ですが、市民アンケートによれば、「松本市公共施設等総合管理計画」

について、8 割以上が「知らなかった」と回答しています。そのため、施設にかかるコス

トや利用の実態に関するデータの分析評価の結果をわかりやすく開示し、市民との協働や

民間事業者等との連携により施設の改善策やあり方を検討していくことが求められてい

ます。 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

再配置の基本方針 

第１節 再配置の理念と基本原則 

１ 理念 

２ 基本原則 

第２節 保有施設量と施設誘導 

 １ 保有施設量 

 ２ 施設誘導 

（１）誘導手法 

（２）誘導イメージ 

（３）誘導モデル（交流空間） 

第３節 取組方針 

１ 複合・集約化の方針 

２ 施設運営・管理の方針 

３ 改修・更新の方針 

 

 

第    章 ３ 
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第１節 再配置の理念と基本原則 

１ 理念 

従来の公共施設は、各行政分野の機能（単一機能）毎に整備・配置を行ってきた施設が多く、

利用者は目的によって複数の施設を利用しなければなりません。 

近年、利便性の高い複合施設として整備をした公共施設もありますが、単一目的の施設が分

散配置していて、施設によっては、特定の団体による利用が多く、個人を含めた市民の誰もが

いつでも気軽に利用できるような共有空間が設置されている施設は少ない状況です。 

松本市総合計画（第 10次基本計画）では、「健康寿命延伸都市・松本」を将来の都市像とし

て掲げ、「健康」を「より良い状態に保つこと」と位置付け、「人」、「生活」、「地域」、「環境」、

「経済」、「教育・文化」の 6つの領域によるバランスのとれたまちづくりを進めています。 

また、「松本市行政経営指針 2020」においても、戦略的な公共施設マネジメントを取組目標

とし、施設の統廃合・集約化等による総量削減に取り組むとともに、単に施設の縮小・再編で

はなく、地域の特性を考慮した未来のまちづくりにつなげる取組みと位置付けています。 

本計画では、市民が利用しやすく、また、利用したくなる施設の最適な配置を図っていくた

め、分散しているサービス機能を同じ建物内に複合化（複合施設）することや、同じ敷地・隣

接地に集約化（併設施設）することにより、サービスが多機能化しつつも運営・管理が一体化

され、施設全体が共有するオープンスペースや駐車場等のある交流空間の創出によるまちづく

りを進めます。 

 

 

 

 

 

交流空間のイメージ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

行政機能 
文化・コミュニティ機能 

子 育 て 支 援 機 能 
教 育 機 能 

 

ス ポ ー ツ 機 能 
観 光 ・ 交 流 機 能 

医療保健福祉機能 

サ ー ビ ス の 多 機 能 化 

運 営 ・ 管 理 の 一 体 化 

オープンスペースの共有 

駐車場・駐輪場の共有 

集いの場、交流空間の創出によるまちづくり 
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２ 基本原則 

  公共施設管理の課題及び「松本市公共施設等総合管理計画」における基本方針、本計画の理

念を踏まえ、公共施設再配置における基本原則を、以下に掲げます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公共施設再配置の基本原則 

 

【原則１】聖域なき施設保有量の最適化 

従来の枠にとらわれない、類似施設や周辺施設の複合・集約化や大規模改修・更新（建

替）時の用途見直しによる複合・集約化を進め、施設保有数の縮減と施設類型別の最適な

保有量を設定し、同じ用途の既存面積を超えない更新（建替）により規模の適正化を図る。 

 

【原則２】人口分布と利用状況に応じた施設配置の最適化 

立地適正化計画による将来的なまちづくりと一体化した施設配置を検討し、近隣施設の

複合・集約化や合併地域における生活拠点への複合・集約化を図り、人口分布と利用状況

に応じた利用圏域を踏まえつつ、住民一人当たり面積の適正化と施設配置の最適化を図る。 

 

【原則３】民営化を基本とした施設の運営管理の見直し 

民間にできることは民間にゆだねることを基本とし、現在の運営形態（直営、委託、指

定管理、貸付等）の見直しを行い、民間のノウハウを活用した行政サービスの向上を図る。 

また、施設更新（建替）に当たっては、PFIの活用を検討する。 

 

【原則４】適正な更新と大規模改修による施設の長寿命化 

サービス提供の必要性や施設の老朽化状況を踏まえ、各施設の使用年数に応じた適正な

維持管理、更新（建替、集約、解体等）を行うとともに、大規模改修による施設の長寿命

化を図る。 

公共施設管理の課題 

■ 人口減少への対応 

■ 少子化への対応 

■ 施設の老朽化と安全性・耐久性向上へ 

の対応 

■ 施設立地の最適化 

■ 施設サービスの適正化・効率化 

■ 計画的・戦略的な施設の運営 

■ 効果的で効率的な施設の管理 

■ 全庁的なデータ管理体制の構築と開 

示による官民協働・連携 

公共施設等総合管理計画の基本方針 

基本方針１ 量から質へ（高品質なサービスへ）                                                    

ア 施設情報の一元化 イ 質の見直し 

ウ 環境への配慮 

基本方針２ 既存施設の最適化（施設の有効活用）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

ア 保有資産の有効活用 

イ 施設の長寿命化 

長寿命化の目標設定、劣化状況の把握 

基本方針３ 総量規制・総量削減 

ア 保有総量の最適化 イ 量の見直し 

ウ 施設等の集約化（複合化・統合） 

エ 規模の適正化 

基本方針４ 民間活力の導入 

ア 指定管理者制度の更なる活用 

イ 民間資金の活用 
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第２節 保有施設量と施設誘導 

１ 保有施設量 

  「松本市公共施設等総合管理計画」における施設総量 20％削減の方針を踏まえ、適正な類型

別施設保有量及び圏域別施設保有量の目標を以下のとおりとします。 

施設保有目標量 

 大類型名 施設数 考え方 2025年 2045年 

類
型
別 

文化・コミュニティ

施設 
82 人口減少と利用需要に応じた最適化 97% 89% 

観光・交流施設 71 市民意識と利用需要に応じた最適化 79% 79% 

スポーツ・公園施設 68 人口減少と利用需要に応じた最適化 94% 87% 

行政施設 141 人口減少と地域施設譲渡による最適化 74% 64% 

医療保健福祉施設 92 人口減少と利用需要に応じた最適化 88% 63% 

子育て支援施設 88 少子化と利用需要に応じた最適化 98% 86% 

住宅施設 103 入居需要に応じた最適化 88% 73% 

学校施設 53 児童・生徒数に応じた最適化 97% 89% 

施設全体 698  90% 80% 

圏
域
別 

市街地北部 108 人口動向と機能誘導に配慮した最適化 93% 86% 

市街地中部 66 人口分布と機能誘導に配慮した最適化 97% 91% 

市街地南部 43 人口分布と配置バランスに配慮した最適化 94% 78% 

東山山麓北部 142 人口動向と分散立地に対応した最適化 78% 64% 

東山山麓南部 43 人口動向と分散立地に対応した最適化 88% 75% 

奈良井川左岸北部 45 人口分布と分散立地に対応した最適化 93% 85% 

奈良井川左岸南部 49 人口分布と分散立地に対応した最適化 89% 82% 

梓川流域 202 分散立地と機能誘導に配慮した最適化 86% 76% 

施設全体 698 
 

90% 80% 

 
※2016年（公共施設等総合管理計画策定時）の施設量を 100％とした場合の保有目標量 

 
類型別・圏域別延床面積割合 

類
型
別 

 

圏
域
別 

 

11.3%

6.8%

8.3%

11.3%

5.6%
5.6%

19.6%

31.6%

2025年

文化・コミュニティ施設

観光・交流施設

スポーツ・公園施設

行政施設

医療保健福祉施設

子育て支援施設

住宅施設

学校施設

11.6%

7.6%

8.7%

11.1%

4.5%
5.6%

18.2%

32.7%

2045年

20.2%

13.5%

15.5%12.1%

4.1%

6.4%

11.2%

17.0%

2025年

市街地北部

市街地中部

市街地南部

東山山麓北部

東山山麓南部

奈良井川左岸北部

奈良井川左岸南部

梓川流域

20.9%

14.3%

14.4%11.3%

3.9%

6.6%

11.6%

17.0%

2045年
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２ 施設誘導 

本計画では、機能誘導（利用目的からの誘導）と立地誘導（人口動向、施設配置状況からの

誘導）の観点から施設保有量及び施設配置の最適化を図るため、誘導手法、誘導イメージ、誘

導モデル（交流空間）を設定します。 

 

（１）誘導手法 

利用目的が同じような施設は、将来の人口減少や各施設の利用需要、市民意識などを踏ま

え、以下の手法により機能誘導を行い、保有量を最適化します。 

誘導手法（機能誘導） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）誘導イメージ 

本計画では、主として立地適正化計画で誘導の対象となっていない公民館や保育園、学校

など市民に身近な施設を中心に、当面は、35地区の基盤を維持しつつ、圏域内の人口動向や

施設の配置状況を踏まえた、次に示す誘導イメージにより立地誘導を行うことで、施設配置

の最適化を図ります。 

誘導イメージ（立地誘導） 

圏域 誘導イメージ 

市街地北部 城北市街地 中心市街地   

市街地中部 田川・鎌田 松南 庄内  

市街地南部 芳川 寿 寿台・松原  

東山山麓北部 四賀 岡田・本郷   

東山山麓南部 里山辺・入山辺 中山・内田   

奈良井川左岸北部 島内 島立・新村 
 

 

奈良井川左岸南部 和田 神林・笹賀 今井  

梓川流域 梓川 波田 安曇 奈川 

 

（３）誘導モデル（交流空間） 

従来の身近な施設の配置は、各地区単位に公民館、福祉ひろばを設置するなかで、同じ建

物への複合化や他の施設の同じ敷地への併設化を進めてきました。 

本計画では、このような配置形態がより集積された、誘導イメージの中核となるエリアを

交流空間（施設誘導の基本となるモデル）と位置付け、立地環境により、地区交流空間と地

域交流空間の創出を図るものとします。 

地区交流空間は、地域コミュニティ活動の中心となる身近な施設の集合体であり、地域交

流空間は都市機能誘導区域内に立地し、地区交流空間の機能に加え、他の圏域の市民や市外

から訪れる人々が立ち寄りたくなる施設の集合体です。（次ページモデル参照） 

文化・コミュニティ施設 

文化・コミュニティ施設 
観光・交流施設 

スポーツ・公園施設 
行政施設 

医療保健福祉施設 
子育て支援施設 

住宅施設 

学校施設 

 
 
 

スポーツ・公園施設 

行政施設 

医療保健福祉施設 

子育て支援施設 

住宅施設 

学校施設 

 

集約化（同用途集約【統合】、異

用途集約） 

複合化（異用途複合） 

建替（移転建替、統合建替）   

活用（文化財活用・廃止施設活用）  

用途見直し  

貸付  

譲渡 

廃止・解体 
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地区交流空間モデル 

 

地区交流空間に設置される施設は、従来整備してきた公民館、図書館、体育館及び子育て支援

センターといった単一機能のサービスを提供する施設（ハコモノ）ではなく、多様なサービスが

一つの空間で提供され、共有された敷地内にあって、広場や駐車場などが一体的に配置され、住

民が交流し、気兼ねなく訪れることができる空間を備えた施設です。 

地区交流空間に配置される機能は、各地区の状況によってさまざまなパターンが想定されます 

が、分散している複数の単一機能施設を機能誘導（移転）により複合化（複合施設）し、立地誘 

導により集約化（併設施設）することで、従前の施設を合計した規模よりコンパクトになり、ひ

とつの場所でさまざまなサービスが提供されます。市民が利用しやすく、子どもからお年寄りま

で交流ができ、地区の活性化につながるような空間とします。 

 

 

                  誘導イメージ 

 

 

 

 

                  地区交流空間 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 学校が隣接している場合  

■ 地区住民の交流・世代間の交流 

■ 利用の向上・平準化 

 

 

サービス機能 

Ａ館：窓口サービス機能・保健福祉機能・集会機能 

Ｂ館：生涯学習機能・子育て支援機能 

Ｃ館：スポーツ機能・図書館機能 

手法と効果 

学校体育館・地区体育館の統合（地域に開かれたスポーツ空間の創出） 

集会施設・福祉ひろばの空間共有（昼夜間利用偏在の解消） 

校舎・子育て支援施設・保健福祉施設の複合（全ての世代が過ごす空間の創出） 

  

公民館 

保健福祉センター 

児童センター 

図書館 

保育園 

児童センター 

Ａ館 

Ｂ館 

Ｃ館 

広場 駐車場 

体育館 

福祉ひろば 

学校 
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地域交流空間モデル 

 

地域交流空間の機能は、地区交流空間の機能に加え、文化機能、観光機能、商業機能、地

域のインフォメーション機能などが備わり、センター内での移動が円滑になる歩行通路や各

施設の利用の一体化が図られたエリアです。 

地域交流空間に配置される多機能は、誘導対象施設の状況によってさまざまなパターンが

想定されます。特に鉄道やバスなどの公共交通による利用が可能な立地を条件とします。 

 

 

                  誘導イメージ 

（都市機能誘導区域内） 

 

 

 

 

                   地域交流空間 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                学校が隣接している場合 

■ 地域住民の交流 

■ 市民・来訪者の交流      

 

 

サービス機能 

Ａ館：窓口サービス機能・保健福祉機能・集会機能・スポーツ機能 

Ｂ館：生涯学習機能・図書館機能・子育て支援機能 

Ｃ館：文化機能・商業機能 

Ｄ館：観光機能・インフォメーション機能 

手法と効果 

学校体育館・地区体育館の統合（地域に開かれたスポーツ空間の創出） 

集会施設・福祉ひろばの空間共有（昼夜間利用偏在の解消） 

校舎・子育て支援施設・保健福祉施設の複合（全ての世代が過ごす空間の創出） 

文化施設・民間施設の立地誘導（市民が誇りを持てる空間の創出） 

  

公民館 

図書館 

文化施設 

商業 

施設 

保育園 

観光施設 

Ａ館 Ｂ館 

Ｃ館 

広場 駐車場 

体育館 

移動の
円滑化 

Ｄ館 

施設の
一体化 

学校 
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第３節 取組方針 

１ 複合・集約化の方針 

（１）類似施設の集約化 

利用目的が同じような施設は、各施設の利用状況や立地状況を踏まえ、大規模改修・更新

時に集約化を進め、施設数、保有量を適正化します。 

 

（２）近隣施設の複合・集約化 

立地が近接する施設は、施設の老朽化や利便性を考慮しつつ複合・集約化を進め、施設数、

保有量を適正化します。 

 

（３）拠点への複合・集約化 

身近な施設が集積している場所（誘導イメージ）への立地誘導を進め、施設数、保有量を

適正化します。また、人口動向に応じて「松本市立地適正化計画」の都市機能誘導区域にお

ける都市中心拠点・地域拠点へ複合・集約化も進めていきます。 

 

（４）大規模施設への集約化 

老朽化が進む小規模な施設や利用対象が同じ施設は、大規模な行政施設への集約化を進め、

施設数、保有量を適正化します。 

 

 

２ 施設運営・管理の方針 

（１）委託 

直営施設は、施設の運営、建物の維持管理に係る業務の一部について、委託による運営・

管理を進め、施設サービスの充実や経費削減を図ります。 

 

（２）指定管理 

直営施設や委託により運営・管理する施設は、指定管理者制度を導入し、施設サービスの

効率化や経費削減を図ります。 

 

（３）貸付 

委託や指定管理者制度により運営・管理する施設で、同じ用途の民営施設が立地する施設

は、貸付による運営・管理を進め、施設サービスの民営化による経費削減を図ります。 

 

（４）譲渡（移管） 

指定管理者制度や貸付により運営・管理し、同じ用途の民営施設が立地する施設は、適正

な施設サービスの維持を前提とした施設譲渡による民営化を進めます。 
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３ 改修・更新の方針 

（１）長寿命化を図るべき施設 

大規模改修により長寿命化を図るべき施設は、鉄骨鉄筋コンクリート造（ＳＲＣ）・鉄筋コ

ンクリート造（ＲＣ）及び重量鉄骨造（Ｓ）で著しく老朽化していない施設とします。 

利用を休止している施設や小規模施設、軽量鉄骨造（ＬＳ）・プレハブ造（Ｐ）、木造（ｗ）

は、基本的に長寿命化対象外とします。 

 

（２）使用年数 

建築物は、老朽化による物理的な耐用年数だけではなく、経済的または機能的な観点から

建替えや解体することがあります。また、建築物は多くの部位・設備機器によって構成され、

その耐用年数はそれぞれ異なりますが、年数が最長である構造躯体の耐用年数が建築物の目

標使用年数となります。 

目標使用年数は「建築物の耐久計画に関する考え方」（日本建築学会）を参考とし、構造別

に次のように設定します。 

 

 

長寿命化対象・目標使用年数の設定 

構造種別 長寿命化 大規模改修 使用年数 設定根拠 備考 

ＳＲＣ 

ＲＣ 

対象 40年目 80年 普通品質の上限値を採用   

対象外 － 50年 普通品質の下限値を採用   

Ｓ 
対象 40年目 80年 普通品質の上限値を採用   

対象外 － 50年 普通品質の下限値を採用   

ＬＳ、Ｐ 対象外 － 40年 軽量鉄骨の代表値を採用   

ＰＣ 対象外 － 50年 ブロック造の下限値を採用 簡易耐火住宅 

Ｗ 対象外 － 40年 住宅・事務所・病院の代表値を採用  

※ＳＲＣ：鉄骨鉄筋コンクリート造  ＲＣ：鉄筋コンクリート造  Ｓ：重量鉄骨造  ＬＳ：軽量鉄骨造 

Ｐ：プレハブ造  ＰＣ：プレキャストコンクリート造  Ｗ：木造 

 

 

 

建築物全体の望ましい目標耐用年数の級 

  

ＳＲＣ 

ＲＣ 

Ｓ 

ブロック造 

れんが造 
木造 

重量鉄骨 

軽量鉄骨 高品質の 

場合 

普通品質

の場合 

高品質の 

場合 

普通品質の

場合 

学校・官庁 

級 Y100以上 Y60以上 Y100以上 Y60以上 Y40以上 Y60以上 Y60以上 

代表値 100年 60年 100年 60年 40年 60年 60年 

範 囲 80～120年 50～80年 80～120年 50～80年 30～50年 50～80年 50～80年 

住宅・事務

所・病院 

級 Y100以上 Y60以上 Y100以上 Y60以上 Y40以上 Y60以上 Y40以上 

代表値 100年 60年 100年 60年 40年 60年 40年 

範 囲 80～120年 50～80年 80～120年 50～80年 30～50年 50～80年 30～50年 

  出典：建築物の耐久計画に関する考え方（日本建築学会） 
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（３）改修の方針 

長寿命化対象施設は、施設の機能や利用状況などの特性に応じて、適切な周期で改修を行

い、施設機能の維持向上と長寿命化を図り、建物本来の寿命である構造躯体の耐用年数まで

使用することとします。その際は、築 40年目（目標使用年数の中間年）には機能維持・回復

のための工事に加えて、省エネ性能や市民サービスの向上などの社会的欲求の高まりへ対応

するため、内装改修も含んだ大規模改修を実施します。 

また、大規模改修及び解体までの間に、経年劣化による消耗や機能低下に対する機能維持・

回復のための補修工事を必要に応じて実施します。 

長寿命化対象外施設は、施設の使用期間中は安全性・機能性に著しい不具合が発生した場

合や、経過年数等に応じて施設点検を実施し、同様の不具合が確認された場合に修繕を行う

など、経常修繕による対応を行います。 

 

【長寿命化のための改修サイクル】 

長
寿
命
化
の
パ
タ
ー
ン 

 

 

中間補修  
築４０年目 

大規模改修 
 中間補修 

経年劣化による、損耗、機能低

下に対する機能維持、機能回復 
 

機能維持、機能回復工事と、社会的欲

求に対応するための機能向上 
 

経年劣化による損耗、機能低下に

対する機能維持、機能回復 

・設備改修等（設備機器の更新） 

  
 

・屋根改修 

・外壁改修 

・設備改修（設備機器、配線、配管等） 

・内装改修 

 
・設備改修等（設備機器の更新） 

 

 

（４）更新時の方針 

保有する施設については、利用圏域や施設規模等からみた施設更新時の方針は、以下のと

おりとします。 

更新時の方針 

 施設内容 方針 

市を代表する施設 周辺施設の集約化を図りつつ、建替えを行う。 

延床面積や敷地規模の大きい施
設(学校等) 

人口動向・利用状況に配慮しつつ、規模の拡大を抑えた建替
えを行う。 

地区単位に設置されている施設 
（公民館等） 

人口動向・利用状況に配慮しつつ、類似施設等の複合・集約
化による施設数・規模の縮小を図る建替えを行う。 

小規模施設 
人口動向・利用状況に配慮しつつ、同規模程度の建替えを行
う。 

 

竣工 
経年による機能 
・性能の劣化 

20 
40 60 80 年 

機能回復 
（補修工事） 

解体 

機能向上 
（大規模改修） 

機能回復 
（補修工事） 


